
フラット35の利用がある場合は、中間検査の省略が可能です 

 

当センターでは、下記3社の住宅瑕疵保険についてワンストップサービスを行っています。 

ひとつの窓口で、建築確認やフラット35を同時に利用していただくことでお客様の利便性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンストップサービスを行っている保険 

 

 

住宅保証機構のまもりすまい保険 

  

 原則、当センターに保険契約申込書をご提出ください。 

 

Web申請の場合「保険申込窓口を選択する」という欄で 

｢一般財団法人茨城県建築センター｣を選択してください。 

 

 

JIO わが家の保険 

【ご注意！！】 

 当センターの保険検査を希望される方で、瑕疵担保責任保険契約申込書を

JIO に直接郵送される場合は、申込書の記載を次のようにしてください。 

① 申込書の最下欄の（取次店使用欄）の「取次店コード」欄に“T000674”

と記入し、「取次店名」欄に“一般財団法人茨城県建築センター ”と記

入してください。 (web 申請の場合も同じ) 

② 「基礎配筋検査希望日」欄は、第１希望及び第２希望とも空欄にしてくだ

さい。 

 

あんしん住宅瑕疵保険〈戸建住宅〉      あんしん住宅瑕疵保険〈共同住宅〉 

イメージキャラクター『あんしんするぞぅ』  イメージキャラクター『あんしんするべやぁ〜』 

 

あんしん住宅瑕疵保険 

 

原則、当センターに保険契約申込書をご提出ください。 

他の取次店にお申し込みをする場合は、事前にご相談ください。 

※上記以外の瑕疵保険についてもお気軽にご相談ください。 

 

詳細については下記までお問い合わせ下さい。 

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-30  

一般財団法人茨城県建築センター  TEL：029-305-7300  担当：川崎･悉知 

建築基準法の中間検査がある場合は、 

      同時検査により立ち会いの手間と検査待ちによる工事進行を妨げるリスクの軽減 

 


